
事務連絡
平成２７年４月３日
障害福祉サービス事業運営法人（事業所）

代表者　様
東京都福祉保健局障害者施策推進部　
平成２７年度福祉・介護職員処遇改善（特別）加算について
日ごろより、東京都の障害福祉行政への御理解と御協力をいただき、ありがとうございます。

標記加算については、平成２７年度障害福祉サービス等報酬改定において新たな区分を創設するとされ、今般、平成２７年３月３１日付障障発０３３１第６号「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」により通知がありました。
ついては、平成２７年度（平成２７年４月サービス提供分から平成２８年３月サービス提供分）において、標記加算の算定を希望する場合は、下記のとおり届出をお願いいたします。
記

１　届出対象
障害福祉サービス運営法人・事業所等
※法人単位でまとめて届け出ることも事業所単位で届け出ることも可能です。なお、八王子市

内事業所については、届出方法に一部変更がありますので、「４留意点（２）」を御確認くださ

い。
２　提出期限
平成２７年４月１５日（水曜日）郵送必着
※期限を過ぎて提出されますと、加算金を受け取る月数が減りますのでご注意ください。
※平成２６年度に当該加算を算定されている事業者についても、平成２７年度に当該加算の
算定を希望する場合、改めて平成２７年度の届出が必要となります。

３　提出様式
東京都障害者サービス情報ホームページの書式ライブラリー

http://www.shougaifukushi.metro.tokyo.jp/Lib/LibDspTop.php
「書式ライブラリー」→「処遇改善（特別）加算に係る様式類」→「平成２７年度福祉・

介護職員処遇改善（特別）加算」
※なお、処遇改善に関する厚生労働省からの通知についても、上記ホームページに掲載していますので、御確認ください。
４　留意点
（１）平成２７年度障害福祉サービス等報酬改定について

処遇改善加算については、平成２７年４月１日から既存の区分に加え、新たな区分が創設することとされました。
加算の詳細については、別添１「福祉・介護職員処遇改善（特別）加算について」を御確認く
　ださい。
（２）八王子市の中核市移行に伴う書類提出先の一部変更について

平成２７年４月１日から八王子市が中核市に移行しました。このことに伴い、書類提出先が、別添２「書類提出先」のとおりとなります。また、提出にあたって必要な書類については、別添３「必要書類一覧」のとおりとなりますので、提出先及び必要書類を十分に御確認の上、御提出をよろしくお願いいたします。
（３）その他
　　その他の記載方法については、東京都障害者サービス情報ホームページに掲載の記載例を十分
　に御確認の上、作成をお願いいたします。

５　提出先

（１）東京都担当部署
〒１６３－８００１　東京都新宿区西新宿２－８－１
東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課処遇改善作業グループ（障害福祉）
電話：０３－５３２０－４２３０
受付時間:午前９時００分から正午、午後１時００分から午後５時３０分まで（平日のみ）
（２）八王子市担当部署（※八王子市へ提出する場合のみ）
〒１９２－８５０１　東京都八王子市元本郷町３－２４－１

八王子市福祉部障害者福祉課事業者指定担当

電話：０４２－６２０－７２４５

　受付時間：午前８時３０分から午後５時まで（平日のみ）










